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（資料６）

パブリックコメントの実施について

１ 募集期間

令和３年２月上旬～２月下旬

２週間以上を想定

２ 意見を提出できる人

ア 市内に住所を有する方

イ 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内に存する事務所または事業所に勤務する方

エ 市内に存する学校に在学する方

オ その他、宇和島市障がい者計画・障がい福祉計画（第６期）に利害関係を有

する方

３ 閲覧場所

ホームページへの掲載

福祉課及び各支所（吉田・三間・津島）窓口での閲覧

４ 提出方法

郵送、ファックス、電子メール、持参 等

５ 周知方法

関係団体、サービス事業所に文書を送付
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宇和島市パブリックコメント制度実施要綱

平成２０年１２月１２日

要綱第４３号

（目的）

第１条 この要綱は、宇和島市（以下「市」という。）の施策に関する基本的な計画等

の立案にあたり、その目的、内容その他必要な事項を公表して、広く市民からの意

見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うこと（以下「パブリック

コメント制度」という。）により、市の施策形成過程における公正性の確保及び透

明性の向上を図るとともに、市民の積極的な市政参加の推進を図るために必要な事

項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

(１) 市民

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内に在する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市内に在する学校に在学する者

オ 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント制度に係る事案に利害関係

を有する者

(２) 実施機関

ア 市長

イ 議会

ウ 教育委員会

エ 選挙管理委員会

オ 公平委員会

カ 監査委員

キ 農業委員会

ク 固定資産評価審査委員会

（対象）
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第３条 パブリックコメント制度の対象は、市の基本的な施策及び方向性等を策定又

は修正する計画等（以下「計画」という。）とする。

２ 前項の規定にかかわらず、法令に基づくもの、迅速性若しくは緊急性を要するも

の及び軽微なもの（以下「対象外の計画」という。）については、パブリックコメ

ント制度の対象としないことができる。

３ 実施機関は、前項の規定に基づいて決定した対象外の計画について、市民から理

由の開示を求められたときは、その理由について回答するものとする。

（実施の通知）

第４条 実施機関は、パブリックコメント制度を実施しようとするときは、パブリッ

クコメント制度実施計画通知書（様式第１号）を広聴主管課に提出するものとする。

（計画案の公表）

第５条 実施機関は、パブリックコメント制度を実施するときは計画の最終的な意思

決定を行う前に計画の案を公表するものとする。

２ 実施機関は、前項の規定による公表を行うときは、次に掲げる事項を公表するも

のとする。

(１) 計画案の案件名

(２) 計画案及び計画案の概要の入手方法

(３) 意見等の提出方法及び提出期限

(４) その他意見等の募集に必要な事項

３ 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(１) 主管課等での備付けによる閲覧

(２) 市ホームページへの掲載

(３) 市が発行する広報紙等への掲載

(４) その他、実施機関が適当と認める方法

（意見等の提出）

第６条 実施機関は、前条の規定による計画案の公表を行った日から当該計画ごとに

期間を定めて、市民からの意見等を求めるものとする。

２ 前項の意見等の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が適当

と認める方法によるものとする。

３ 実施機関は、第１項の規定による意見等の提出を受けるときは、市民の氏名、住



- 4 -

所及び連絡先を明記させるものとする。

（意見等の処理及び公表）

第７条 実施機関は、市民から提出された意見等を十分考慮して意思決定を行うもの

とする。

２ 実施機関は、パブリックコメント制度を実施したときは、パプリックコメント制

度実施計画報告書（様式第２号）を広聴主管課に提出するものとする。

３ 実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表

するものとし、計画案を修正したときは、併せてその修正内容及びその理由を公表

するものとする。

４ 前項の規定による公表は、第５条第３項に掲げる方法によるものとする。

５ 第３項の公表をするときは、意見に併せて意見を提出した者の住所地の地区名等

個人を特定できない範囲で公表することができるものとする。ただし、意見を提出

した者の氏名及び住所を公表する場合は、第５条の規定による計画案の公表を行う

際にその旨を明示するものとする。

（計画の公表）

第８条 実施機関は、前条第１項の規定により意思決定された計画について、第５条

第３項に掲げる方法による公表を行うものとする。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度の実施に必要な事項

は、実施機関が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２１年１月１日から施行する。



意見提出参考様式

宇和島市障がい者計画・障がい福祉計画（第６期）（案）に対する意見書

※１ お名前など（太枠内）が記載されていない場合は、ご意見として受付できません。
※２ ご記入いただいたお名前などは、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡に使用いたします。
※３ お名前などの個人情報を除いて、お寄せいただいたご意見や、ご意見に対する市の考え方は、令和 3

年 3月上旬を目処に概要を市ホームページで公表いたします。
※４ ご意見に対して個別の回答は行いません。
※５ 障がい者計画・障がい福祉計画（第６期）（案）の記載内容に関するご意見の場合は、該当箇所がわ

かるようにページ番号等を示した上で、内容をお書きください。

提出日：令和 3年 月 日

ご住所

（法人所在地）

〒 －

ふりがな

お名前

(法人名称･代表者氏名)

電話番号 FAX番号

在住・在学等の区分

※右記のアからオの

中で該当するものを

○で囲んでください。

ア 市内に住所を有する方

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市外に住所を有し、市内に在する事務所又は事業所に勤務している方

エ 市外に住所を有し、市内に在する学校に在学している方

オ 市外に住所を有し、計画書（素案）に関し利害関係を有する方

ページ

番号
ご 意 見

【提出方法・問い合わせ先】
１）提出方法 次のいずれかの方法により市福祉課へ提出してください。
※提出期限 令和３年２月 日（ ）必着
①Ｅメール fukushi@city.uwajima.lg.jp
②郵 送 〒798-8601 宇和島市曙町 1番地 宇和島市役所 福祉課 障害福祉係 計画担当 宛
③持 参 宇和島市役所 福祉課 障害福祉係へ直接持参（平日：午前 8時 30分～午後 5時 15 分）
④ファクス 0895 – 24 – 1160

２）問い合わせ先 宇和島市役所 福祉課 障害福祉係
電 話 0895 – 24 – 1111 （ 内線：2154 ）


